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サ
イ
ク
ロ
ン
に
よ
り
多
数
の
死
者
を
出
し
た
ミ
ャ
ン
マ
ー
へ
の
人
道
支
援
に
関
す
る
質
問
主
意
書

本
年
五
月
二
日
か
ら
三
日
に
か
け
て
ミ
ャ
ン
マ
ー
中
・
南
西
部
を
大
型
の
サ
イ
ク
ロ
ン
（
以
下
、
「
サ
イ
ク
ロ
ン
」
と
い

う
。
）
が
直
撃
し
、
一
万
五
千
人
を
超
え
る
死
者
が
発
生
し
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。
右
を
踏
ま
え
、
以
下
質
問
す
る
。

一

政
府
、
特
に
外
務
省
並
び
に
在
ミ
ャ
ン
マ
ー
日
本
国
大
使
館
は
、
「
サ
イ
ク
ロ
ン
」
発
生
後
、
現
地
被
害
者
の
救
済
並
び

に
現
地
邦
人
保
護
の
観
点
か
ら
、
ど
の
様
な
初
動
対
応
を
と
っ
た
の
か
説
明
さ
れ
た
い
。

二

「
サ
イ
ク
ロ
ン
」
直
撃
を
受
け
て
、
ミ
ャ
ン
マ
ー
政
府
は
国
際
社
会
に
人
道
支
援
を
要
請
し
て
い
る
。
一
部
報
道
に
よ
る

と
、
外
務
省
は
ミ
ャ
ン
マ
ー
に
対
し
て
二
千
八
百
万
円
相
当
の
緊
急
援
助
物
資
を
供
与
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
と
の
こ
と
で

あ
る
が
、
右
は
事
実
か
。

三

二
が
事
実
な
ら
ば
、
「
サ
イ
ク
ロ
ン
」
直
撃
を
受
け
た
今
次
の
対
ミ
ャ
ン
マ
ー
緊
急
支
援
が
、
わ
ず
か
二
千
八
百
万
円
相

当
で
あ
る
こ
と
の
根
拠
に
つ
い
て
説
明
さ
れ
た
い
。
右
は
、
我
が
国
の
緊
急
人
道
支
援
と
し
て
妥
当
な
額
か
。

四

外
務
省
が
二
の
決
定
を
し
た
の
は
い
つ
か
。

五

二
の
決
定
を
す
る
に
際
し
て
、
外
務
省
の
ど
の
部
局
で
、
誰
の
責
任
の
下
、
い
つ
検
討
が
な
さ
れ
た
の
か
説
明
さ
れ
た

い
。

一



六

二
の
決
定
に
つ
い
て
の
文
書
は
外
務
省
に
お
い
て
作
成
さ
れ
て
い
る
か
。

七

二
の
決
定
が
下
さ
れ
る
以
前
に
、
五
の
検
討
の
段
階
で
、
高
村
正
彦
外
務
大
臣
並
び
に
福
田
康
夫
内
閣
総
理
大
臣
に
対
し

て
き
ち
ん
と
し
た
相
談
、
報
告
は
な
さ
れ
て
い
た
か
。

八

高
村
外
務
大
臣
並
び
に
福
田
総
理
は
、
二
千
八
百
万
円
と
い
う
金
額
を
了
承
し
た
の
か
。

右
質
問
す
る
。

二


